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(57)【要約】
【課題】積層構造体上の上部電極の部分と補助配線上の
上部電極の部分とを結ぶ上部電極の部分の変質を確実に
防止することができる有機ＥＬ表示装置を提供する。
【解決手段】有機ＥＬ表示装置は、（Ａ）下部電極２１
、（Ｂ）開口部２６を有し、開口部２６の底部に下部電
極が露出した絶縁層２４、（Ｃ）補助配線２５、（Ｄ）
開口部２６の底部に露出した下部電極２１の部分の上か
ら、開口部２６を取り囲む絶縁層２４の部分２４’に亙
り設けられ、有機発光材料から成る発光層を備えた積層
構造体２３、及び、（Ｅ）上部電極２２を具備した有機
ＥＬ素子を複数有しており、積層構造体２３は、補助配
線２５と接する部分２３’を有しており、絶縁層２４及
び補助配線２５は、複数の有機ＥＬ素子において共通し
て設けられており、上部電極２２は、複数の有機ＥＬ素
子を構成する積層構造体２３及び補助配線２５の全面を
覆っている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）下部電極、
　（Ｂ）開口部を有し、開口部の底部に下部電極が露出した絶縁層、
　（Ｃ）補助配線、
　（Ｄ）開口部の底部に露出した下部電極の部分の上から、開口部を取り囲む絶縁層の部
分に亙り設けられ、有機発光材料から成る発光層を備えた積層構造体、及び、
　（Ｅ）上部電極、
を具備した有機エレクトロルミネッセンス素子を、複数、有する有機エレクトロルミネッ
センス表示装置であって、
　積層構造体を構成する複数の層の内、少なくとも１層は、補助配線と接する部分を有し
ており、
　絶縁層及び補助配線は、複数の有機エレクトロルミネッセンス素子において共通して設
けられており、
　上部電極は、複数の有機エレクトロルミネッセンス素子を構成する積層構造体及び補助
配線の全面を覆っていることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項２】
　積層構造体を構成する複数の層の内の少なくとも１層の補助配線と接する部分は、補助
配線の上に形成されていることを特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセ
ンス表示装置。
【請求項３】
　上部電極はマグネシウムを含む導電材料から成り、上部電極の厚さは４ｎｍ乃至２０ｎ
ｍであることを特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項４】
　（Ａ）下部電極、
　（Ｂ）開口部を有し、開口部の底部に下部電極が露出した絶縁層、
　（Ｃ）補助配線、
　（Ｄ）開口部の底部に露出した下部電極の部分の上から、開口部を取り囲む絶縁層の部
分に亙り設けられ、有機発光材料から成る発光層を備えた積層構造体、及び、
　（Ｅ）上部電極、
を具備した有機エレクトロルミネッセンス素子を、複数、有する有機エレクトロルミネッ
センス表示装置であって、
　補助配線の上方に位置する上部電極の部分は、下から電荷注入層及び電荷輸送層から成
る２層構造層を介して、補助配線と電気的に接続されており、
　絶縁層及び補助配線は、複数の有機エレクトロルミネッセンス素子において共通して設
けられており、
　上部電極は、絶縁層と接すること無く、複数の有機エレクトロルミネッセンス素子を構
成する積層構造体及び２層構造層を覆っていることを特徴とする有機エレクトロルミネッ
センス表示装置。
【請求項５】
　補助配線の上方に位置する上部電極の部分と積層構造体を覆っている上部電極の部分と
の間に位置する上部電極の部分と、絶縁層との間には、２層構造層が延在していることを
特徴とする請求項４に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項６】
　２層構造層は、下部電極の上に位置する積層構造体の部分と上部電極との間にまで延在
していることを特徴とする請求項５に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項７】
　積層構造体を構成する複数の層の内、少なくとも１層は、補助配線と接する部分を有し
ていることを特徴とする請求項４に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項８】
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　補助配線と上部電極との間を流れる電流の電流密度が１０Ａ／ｃｍ2以下のとき、補助
配線と上部電極との間における電圧降下が５ボルト以下であることを特徴とする請求項４
に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項９】
　上部電極はマグネシウムを含む導電材料から成り、上部電極の厚さは４ｎｍ乃至２０ｎ
ｍであることを特徴とする請求項４に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンス表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機材料のエレクトロルミネッセンス（Electroluminescence：以下、ＥＬと略称する
）を利用した有機エレクトロルミネッセンス表示装置（有機ＥＬ表示装置と略称する）を
構成する有機エレクトロルミネッセンス素子（有機ＥＬ素子と略称する）においては、有
機正孔輸送層や有機発光層を積層させて成る積層構造体が、下部電極と上部電極との間に
設けられており、低電圧直流駆動による高輝度発光が可能な発光素子として注目されてい
る。
【０００３】
　このような有機ＥＬ素子は、応答速度が１マイクロ秒以下であるので、有機ＥＬ表示装
置にあっては、単純マトリックス方式によるデューティー駆動が可能である。しかしなが
ら、画素数の増加に伴い高デューティー化が進んだ場合、十分な輝度を確保するためには
有機ＥＬ素子に瞬間的に大電流を供給する必要があり、有機ＥＬ素子にダメージが生じ易
くなる。
【０００４】
　一方、アクティブマトリックス駆動方式では、副画素毎に、薄膜トランジスタ（Thin F
ilm Transistor：以下、ＴＦＴと略称する）と共に保持容量を形成することで、信号電圧
が保持される。それ故、１表示フレームにおける所望の期間の間、常に、信号電圧に応じ
た駆動電流を有機ＥＬ素子に供給することができる。従って、単純マトリックス方式のよ
うに瞬間的に大電流を有機ＥＬ素子に供給する必要がなく、有機ＥＬ素子に対するダメー
ジを少なくすることができる。尚、１画素は、通常、赤色を発光する赤色発光副画素、緑
色を発光する緑色発光副画素、及び、青色を発光する青色発光副画素の３種類の副画素か
ら構成されている。
【０００５】
　このようなアクティブマトリックス駆動方式の有機ＥＬ表示装置にあっては、図１３に
模式的な一部断面図を示し、図１４に模式的な一部平面図を示すように、各副画素に対応
して第１基板１１上にＴＦＴが設けられており、これらのＴＦＴが層間絶縁層１６（下層
層間絶縁層１６Ａ及び上層層間絶縁層１６Ｂ）で覆われている。そして、この上層層間絶
縁層１６Ｂ上に、ＴＦＴに電気的に接続された下部電極１２１が副画素毎に設けられてい
る。更には、下部電極１２１を含む上層層間絶縁層１６Ｂの上には絶縁層１２４が形成さ
れ、この絶縁層１２４には、底部に下部電極１２１が露出した開口部１２６が設けられて
いる。そして、開口部１２６の底部に露出した下部電極１２１の部分の上から、開口部１
２６を取り囲む絶縁層１２４の部分１２４’に亙り、有機発光材料から成る発光層を備え
た積層構造体１２３が設けられている。また、積層構造体１２３を含む絶縁層１２４上に
、共通電極としての上部電極１２２が形成されている。尚、参照番号１２はＴＦＴを構成
するゲート電極、参照番号１３はＴＦＴを構成するゲート絶縁膜、参照番号１４はＴＦＴ
を構成するソース／ドレイン領域、参照番号１５はＴＦＴを構成するチャネル形成領域、
参照番号１７は配線、参照番号３１は保護膜、参照番号３２は接着層、参照番号３３は第
２基板であり、これらについては、実施例１において、詳しく説明する。
【０００６】
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　ところで、ＴＦＴが形成された第１基板１１上に層間絶縁層１６を介して積層構造体１
２３が形成されているため、積層構造体１２３で発生した発光光を第１基板側から取り出
す、所謂下面発光型の有機ＥＬ表示装置とした場合、ＴＦＴによって発光光の取り出し領
域が狭められてしまう。そこで、第１基板１１とは反対側の第２基板３３から発光光を取
り出す、所謂上面発光型の有機ＥＬ表示装置を採用することが望ましい。
【０００７】
　上面発光型の有機ＥＬ表示装置を採用した場合、通常、下部電極１２１を反射材料から
構成し、上部電極１２２を透明導電材料や半透明導電材料から構成する。然るに、インジ
ウムとスズの酸化物（ＩＴＯ）やインジウムと亜鉛の酸化物（ＩＺＯ）等の透明導電材料
や薄膜の金属から成る半透明導電材料は、金属等と比較して電気抵抗値が高い。それ故、
共通電極としての上部電極１２２内において電圧勾配が発生する結果、電圧降下が生じ易
い。そして、このような電圧降下が生じると、各副画素を構成する積層構造体１２３に印
加される電圧が不均一となり、有機ＥＬ表示装置の表示領域の、例えば、中央部分での発
光強度が低下する等、表示性能が著しく低下してしまう。
【０００８】
　このような問題を解決するための手段が、例えば、特開２００１－１９５００８や特開
２００４－２０７２１７から周知である。これらの特許公開公報に開示された技術にあっ
ては、積層構造体１２３とは絶縁層１２４によって隔てられた補助配線１２５が設けられ
ており、上部電極１２２は、積層構造体１２３上から絶縁層１２４上を経て補助配線１２
５上にまで亙り形成されている。補助配線１２５は、金属等の低電気抵抗値を有する導電
材料から形成されている。
【０００９】
【特許文献１】特開２００１－１９５００８
【特許文献２】特開２００４－２０７２１７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　絶縁層１２４は、屡々、有機材料から構成されている。そして、開口部１２６を有する
絶縁層１２４を層間絶縁層１６上に形成した後、開口部１２６の底部に露出した下部電極
１２１の表面の清浄化を図るために、酸素ラジカル等を用いたプラズマ処理が施される。
このようなプラズマ処理を行うことで、開口部１２６の底部に露出した下部電極１２１の
表面の有機物等が除去される。然るに、このようなプラズマ処理を行うと、絶縁層１２４
の表面も活性化されてしまう。例えば、絶縁層１２４をポリイミド樹脂から構成した場合
、酸素プラズマ処理を施さない場合の絶縁層１２４と水との接触角は約７８°であったも
のが、酸素プラズマ処理を施した後の絶縁層１２４と水との接触角は約２２°となった。
【００１１】
　補助配線１２５を設けることは、上部電極１２２の電圧降下による画質低下防止に非常
に優れており、有用である。しかしながら、絶縁層１２４が、上述したように、活性な状
態にあると、特に上部電極が薄膜の金属から成る半透明導電材料である場合には、積層構
造体１２３を形成した後、上部電極１２２を形成したとき、積層構造体１２３上の上部電
極１２２の部分と補助配線１２５上の上部電極１２２の部分とを結ぶ絶縁層１２４上の上
部電極１２２の部分（非重複部分１２２’）が変質してしまい、導電性が著しく低下する
。そして、その結果、画質の低下が発生するといった問題が生じる。
【００１２】
　従って、本発明の目的は、積層構造体上の上部電極の部分と補助配線上の上部電極の部
分とを結ぶ上部電極の部分の変質を確実に防止することができる構成、構造を有する、表
示性能に優れた有機ＥＬ表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の目的を達成するための本発明の第１の態様に係る有機エレクトロルミネッセンス
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表示装置（本発明の第１の態様に係る有機ＥＬ表示装置と略称する）は、
　（Ａ）下部電極、
　（Ｂ）開口部を有し、開口部の底部に下部電極が露出した絶縁層、
　（Ｃ）補助配線、
　（Ｄ）開口部の底部に露出した下部電極の部分の上から、開口部を取り囲む絶縁層の部
分に亙り設けられ、有機発光材料から成る発光層を備えた積層構造体、及び、
　（Ｅ）上部電極、
を具備した有機エレクトロルミネッセンス素子（有機ＥＬ素子と略称する）を、複数、有
しており、
　積層構造体を構成する複数の層の内、少なくとも１層は、補助配線と接する部分を有し
ており、
　絶縁層及び補助配線は、複数の有機ＥＬ素子において共通して設けられており、
　上部電極は、複数の有機ＥＬ素子を構成する積層構造体及び補助配線の全面を覆ってい
ることを特徴とする。
【００１４】
　本発明の第１の態様に係る有機ＥＬ表示装置において、積層構造体を構成する複数の層
の内の少なくとも１層の補助配線と接する部分（重複部分）は、補助配線の上（より具体
的には、補助配線の縁部の上）に形成されている形態とすることができる。また、このよ
うな好ましい形態を含む本発明の第１の態様に係る有機ＥＬ表示装置にあっては、限定す
るものではないが、積層構造体は、２本の補助配線と接している形態（具体的には、積層
構造体を挟んで平行に延びる２本の補助配線の縁部と重複している形態）とすることがで
きる。
【００１５】
　上記の目的を達成するための本発明の第２の態様に係る有機エレクトロルミネッセンス
表示装置（本発明の第２の態様に係る有機ＥＬ表示装置と略称する）は、
　（Ａ）下部電極、
　（Ｂ）開口部を有し、開口部の底部に下部電極が露出した絶縁層、
　（Ｃ）補助配線、
　（Ｄ）開口部の底部に露出した下部電極の部分の上から、開口部を取り囲む絶縁層の部
分に亙り設けられ、有機発光材料から成る発光層を備えた積層構造体、及び、
　（Ｅ）上部電極、
を具備した有機ＥＬ素子を、複数、有しており、
　補助配線の上方に位置する上部電極の部分は、下から電荷注入層及び電荷輸送層から成
る２層構造層を介して、補助配線と電気的に接続されており、
　絶縁層及び補助配線は、複数の有機ＥＬ素子において共通して設けられており、
　上部電極は、絶縁層と接すること無く、複数の有機ＥＬ素子を構成する積層構造体及び
２層構造層を覆っていることを特徴とする。
【００１６】
　本発明の第２の態様に係る有機ＥＬ表示装置においては、補助配線の上方に位置する上
部電極の部分と積層構造体を覆っている上部電極の部分との間に位置する上部電極の部分
と、絶縁層との間には、２層構造層が延在している形態とすることができ、更には、２層
構造層は、下部電極の上に位置する積層構造体の部分と上部電極との間にまで延在してい
る形態とすることができる。２層構造層が下部電極の上に位置する積層構造体の部分と上
部電極との間にまで延在している形態である場合、具体的には、２層構造層及びその上に
形成された上部電極が、複数の有機エレクトロルミネッセンス素子を構成する積層構造体
を覆っている。この場合、２層構造層及びその上に形成された上部電極を同じプロセスに
て形成することができ、製造工程の簡素化、使用するマスク数の低減を図ることができる
。あるいは又、本発明の第２の態様に係る有機ＥＬ表示装置においては、積層構造体を構
成する複数の層の内、少なくとも１層は、補助配線と接する部分を有している形態とする
ことができる。
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【００１７】
　また、上記の好ましい形態を含む本発明の第２の態様に係る有機ＥＬ表示装置において
は、補助配線と上部電極とのコンタクト部分を流れる電流の電流密度が１０Ａ／ｃｍ2以
下のとき、補助配線と上部電極との間における電圧降下が５ボルト以下であることが好ま
しい。このような好ましい形態は、２層構造層を構成する材料の適切なる選択、上部電極
と補助配線とを電気的に接続する２層構造層の部分の面積の最適化を図ることによって達
成することができる。
【００１８】
　更には、以上に説明した好ましい形態を含む本発明の第１の態様あるいは第２の態様に
係る有機ＥＬ表示装置にあっては、上部電極は、マグネシウム（Ｍｇ）を含む導電材料、
例えば、Ｍｇ－Ａｇ合金から成り、上部電極の厚さは、４ｎｍ乃至２０ｎｍ、好ましくは
、６ｎｍ乃至１２ｎｍである構成とすることができる。
【００１９】
　以上に説明した好ましい構成、形態を含む本発明の第１の態様あるいは第２の態様に係
る有機ＥＬ表示装置（以下、単に、本発明と呼ぶ場合がある）において、有機ＥＬ表示装
置をカラー表示の有機ＥＬ表示装置としたとき、有機ＥＬ表示装置を構成する有機ＥＬ素
子のそれぞれによって、副画素が構成される。ここで、１画素は、例えば、赤色を発光す
る赤色発光副画素、緑色を発光する緑色発光副画素、及び、青色を発光する青色発光副画
素の３種類の副画素から構成されている。従って、この場合、有機ＥＬ表示装置を構成す
る有機ＥＬ素子の数をＮ×Ｍ個とした場合、画素数は（Ｎ×Ｍ）／３である。
【００２０】
　本発明の第１の態様に係る有機ＥＬ表示装置において、上部電極は、複数の有機ＥＬ素
子を構成する積層構造体及び補助配線の全面を覆っているが、具体的には、限定するもの
ではないが、Ｎ×Ｍ個の（即ち、全ての）有機ＥＬ素子を構成する積層構造体及び補助配
線が、１枚の上部電極によって覆われている構成とすることが好ましい。また、本発明の
第２の態様に係る有機ＥＬ表示装置において、上部電極は、複数の有機ＥＬ素子を構成す
る積層構造体を覆っているが、具体的には、限定するものではないが、Ｎ×Ｍ個の（即ち
、全ての）有機ＥＬ素子を構成する積層構造体が、１枚の上部電極によって覆われている
構成とすることが好ましい。そして、この場合、Ｎ×Ｍ個の（即ち、全ての）有機ＥＬ素
子を構成する積層構造体が１枚の２層構造層によって覆われている構成とすることが、一
層好ましい。
【００２１】
　本発明の第２の態様に係る有機ＥＬ表示装置において、下部電極をアノード電極として
用い、上部電極をカソード電極として用いる場合、２層構造層を構成する電荷注入層は電
子注入層から成り、電荷輸送層は電子輸送層から成る。一方、下部電極をカソード電極と
して用い、上部電極をアノード電極として用いる場合、２層構造層を構成する電荷注入層
は正孔注入層から成り、電荷輸送層は正孔輸送層から成る。これらの各層を構成する材料
は、有機ＥＬ素子において、電子注入層、電子輸送層、正孔注入層、正孔輸送層を構成す
る周知の材料と同じとすればよく、一例として、電子注入層を構成する材料として、Ｌｉ
Ｆを挙げることができるし、電子輸送層を構成する材料として、バソフェナントロリン、
バソクプロイン（ＢＣＰ）、アントラセン系電子輸送材料を挙げることができる。これら
の各層を構成する材料は、積層構造体における同じ機能を有する層を構成する材料と、同
じであってもよいし、異なっていてもよい。２層構造層は、積層構造体に対して影響を及
ぼすことのない程度に成膜粒子のエネルギーが小さい成膜方法である真空蒸着法に基づき
形成することが好ましい。
【００２２】
　本発明において、有機ＥＬ表示装置が上面発光型であり、下部電極をアノード電極とし
て用いる場合、下部電極は、クロム（Ｃｒ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル
（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、白金（Ｐｔ）、金（Ａ
ｕ）といった、仕事関数の値が大きく、且つ、光反射率の高い導電材料から構成すること



(7) JP 2008-311212 A 2008.12.25

10

20

30

40

50

が望ましい。更に、アルミニウム（Ａｌ）及びアルミニウムを含む合金等の仕事関数の値
が小さく、且つ、光反射率の高い導電材料の場合には、適切な正孔注入層を設けるなどし
て正孔注入性を向上させることで、下部電極をアノード電極として用いることができる。
また、光反射性の高い導電材料上にインジウムとスズの酸化物（ＩＴＯ）やインジウムと
亜鉛の酸化物（ＩＺＯ）等の正孔注入特性に優れた透明導電材料を積層した構造とするこ
ともできる。一方、下部電極をカソード電極として用いる場合、下部電極は、仕事関数の
値が小さく、且つ、光反射率の高い導電材料から構成することが望ましいが、アノード電
極として用いられる光反射率の高い導電材料に適切な電子注入層を設けるなどして電子注
入性を向上させることで、下部電極をカソード電極として用いることができる。下部電極
の形成方法として、例えば、電子ビーム蒸着法や熱フィラメント蒸着法といった蒸着法、
スパッタリング法、化学的気相成長法（ＣＶＤ法）やイオンプレーティング法とエッチン
グ法との組合せ；スクリーン印刷法やインクジェット印刷法、メタルマスク印刷法といっ
た各種印刷法；メッキ法（電気メッキ法や無電解メッキ法）；リフトオフ法；レーザアブ
レーション法；ゾル－ゲル法等を挙げることができる。
【００２３】
　一方、有機ＥＬ表示装置が上面発光型であり、上部電極をカソード電極として用いる場
合、上部電極は、発光光を透過し、しかも、積層構造体に対して電子を効率的に注入でき
るように仕事関数の値の小さな導電材料から構成することが望ましい。具体的には、上述
したとおり、Ｍｇ－Ａｇ合金薄膜のような光透過率の高い導電膜（例えば、光透過率が３
０％以上の金属あるいは合金材料）を上部電極として用いることが好ましい。尚、Ｍｇ－
Ａｇ合金から成る上部電極の厚さが４ｎｍ以上でないと、電極として十分に機能しなくな
る虞がある。一方、厚さが２０ｎｍを越えると、光透過率が低下するため、上部電極とし
ては不適当となる虞がある。また、上部電極をアノード電極として用いる場合、上部電極
は、発光光を透過し、しかも、仕事関数の値の大きな導電材料から構成することが望まし
い。上部電極は、特に真空蒸着法のような成膜粒子のエネルギーが小さな成膜方法、ある
いは又、ＭＯＣＶＤ法といった成膜方法に基づき形成することが、積層構造体のダメージ
発生を防止するといった観点から好ましい。積層構造体にダメージが発生すると、リーク
電流の発生による「滅点」と呼ばれる非発光画素（あるいは非発光副画素）が生じる虞が
ある。また、積層構造体の形成から上部電極の形成までを大気に暴露することなく実行す
ることが、大気中の水分による積層構造体の劣化を防止するといった観点から好ましい。
上部電極をカソード電極として用いる場合、上部電極の直下に、上部電極と同じパターン
を有する電子注入層（例えば、厚さ０．３ｎｍといった極薄のＬｉＦから成る）を形成し
てもよく、これによって、電子注入性を高めて、有機ＥＬ素子の低駆動電圧化と高効率、
長寿命化を図ることができる。
【００２４】
　本発明において、絶縁層は、平坦性に優れ、しかも、積層構造体の水分による劣化を防
止して発光輝度を維持するために、吸水率の低い絶縁材料から構成することが好ましく、
具体的には、ポリイミド樹脂やフォトレジスト材料等の有機絶縁材料を挙げることができ
る。
【００２５】
　本発明において、補助配線は、アルミニウム（Ａｌ）、銀（Ａｇ）、ニッケル（Ｎｉ）
、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）、タングステン（Ｗ）、ニオブ（Ｎｂ）、タンタル（Ｔａ
）、モリブデン（Ｍｏ）、金（Ａｕ）、チタン（Ｔｉ）、コバルト（Ｃｏ）、ジルコニウ
ム（Ｚｒ）、鉄（Ｆｅ）、白金（Ｐｔ）、亜鉛（Ｚｎ）等の金属；これらの金属元素を含
む合金（例えばＡｌ－Ｃｕ）といった低抵抗の導電材料から構成することが好ましく、こ
れらの材料を、単層、又は、積層させることで（例えば、Ｃｒ／Ｃｕ／Ｃｒ積層膜やＣｒ
／Ａｌ／Ｃｒ積層膜）、補助配線を構成することができる。補助配線の形成方法として、
例えば、電子ビーム蒸着法や熱フィラメント蒸着法といった蒸着法、スパッタリング法、
ＣＶＤ法やイオンプレーティング法とエッチング法との組合せ；スクリーン印刷法やイン
クジェット印刷法、メタルマスク印刷法といった各種印刷法；メッキ法（電気メッキ法や
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無電解メッキ法）；リフトオフ法；レーザアブレーション法；ゾル－ゲル法等を挙げるこ
とができる。各種印刷法やメッキ法によれば、直接、例えば帯状あるいは井桁状の補助配
線を形成することが可能である。
【００２６】
　本発明において、積層構造体は、有機発光材料から成る発光層を備えているが、具体的
には、例えば、正孔輸送層と発光層と電子輸送層との積層構造、正孔輸送層と電子輸送層
を兼ねた発光層との積層構造、正孔注入層と正孔輸送層と発光層と電子輸送層と電子注入
層との積層構造から構成することができる。
【００２７】
　ここで、本発明の第１の態様に係る有機ＥＬ表示装置にあっては、積層構造体を構成す
る複数の層の内、少なくとも１層は、補助配線と接する部分を有しているが、補助配線と
接する部分（より具体的には、補助配線の縁部と重複する部分）を有する層（便宜上、『
補助配線接触層』と呼ぶ）を、上述した積層構造体を構成する層の少なくとも１層とすれ
ばよい。即ち、積層構造体を、正孔輸送層と発光層と電子輸送層との積層構造から構成す
る場合、補助配線接触層を、正孔輸送層とすることもできるし、発光層とすることもでき
るし、電子輸送層とすることもできるし、（正孔輸送層＋発光層）とすることもできるし
、（発光層＋電子輸送層）とすることもできるし、（正孔輸送層＋電子輸送層）とするこ
ともできるし、（正孔輸送層＋発光層＋電子輸送層）とすることもできる。また、積層構
造体を、正孔輸送層と電子輸送層を兼ねた発光層との積層構造とする場合、補助配線接触
層を、正孔輸送層とすることもできるし、電子輸送層を兼ねた発光層とすることもできる
し、（正孔輸送層＋電子輸送層を兼ねた発光層）とすることもできる。更には、積層構造
体を、正孔注入層と正孔輸送層と発光層と電子輸送層と電子注入層との積層構造から構成
する場合、補助配線接触層を、これらの５層の内の１層とすることもできるし、これらの
５層の内の任意の２層の組合せとすることもできるし、これらの５層の内の任意の３層の
組合せとすることもできるし、これらの５層の内の任意の４層の組合せとすることもでき
るし、これらの５層全体とすることもできる。あるいは又、一般に、積層構造体をＬ層の
積層構造から構成する場合、補助配線接触層を、これらのＬ層の内の１層とすることもで
きるし、これらのＬ層全体とすることもできるし、Ｌ層の内の任意の２層以上の層の任意
の組合せとすることもできる。
【００２８】
　本発明において、積層構造体や２層構造層の形成方法として、真空蒸着法等の物理的気
相成長法（ＰＶＤ法）；スクリーン印刷法やインクジェット印刷法といった印刷法；転写
用基板上に形成されたレーザ吸収層と積層構造体や２層構造層との積層構造に対してレー
ザを照射することでレーザ吸収層上の積層構造体や２層構造層を分離して、積層構造体や
２層構造層を転写するといったレーザ転写法、各種の塗布法を例示することができる。積
層構造体や２層構造層を真空蒸着法に基づき形成する場合、例えば、所謂メタルマスクを
用い、係るメタルマスクに設けられた開口を通過した材料を堆積させることで積層構造体
や２層構造層を得ることができる。そして、本発明の第１の態様に係る有機ＥＬ表示装置
にあっては、たとえ、メタルマスクの位置合わせずれが発生したとしても、積層構造体の
補助配線と接する部分が確実に形成されるように、例えば、積層構造体の２箇所が補助配
線と接する場合、補助配線の積層構造体と接する部分の間隔よりもメタルマスクに設けら
れた開口の長さの方が長いことが望ましい。
【００２９】
　有機ＥＬ素子を構成する下部電極は、例えば、層間絶縁層上に設けられている。そして
、この層間絶縁層は、第１基板上に形成された有機ＥＬ素子駆動部を覆っている。有機Ｅ
Ｌ素子駆動部は、１又は複数の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）から構成されており、ＴＦＴ
と下部電極とは、層間絶縁層に設けられたコンタクトプラグを介して電気的に接続されて
いる。層間絶縁層の構成材料として、ＳｉＯ2、ＢＰＳＧ、ＰＳＧ、ＢＳＧ、ＡｓＳＧ、
ＰｂＳＧ、ＳｉＯＮ、ＳＯＧ（スピンオングラス）、低融点ガラス、ガラスペーストとい
ったＳｉＯ2系材料；ＳｉＮ系材料；ポリイミド等の絶縁性樹脂を、単独、あるいは、適



(9) JP 2008-311212 A 2008.12.25

10

20

30

40

50

宜、組み合わせて使用することができる。層間絶縁層の形成には、ＣＶＤ法、塗布法、ス
パッタリング法、各種印刷法等の公知のプロセスが利用できる。
【００３０】
　上部電極の上には、積層構造体への水分の到達防止を目的として、絶縁性あるいは導電
性の保護膜を設けることが好ましい。保護膜は、特に真空蒸着法のような成膜粒子のエネ
ルギーが小さい成膜方法、あるいは又、ＭＯＣＶＤ法といった成膜方法に基づき形成する
ことが、下地に対して及ぼす影響を小さくすることができるので好ましい。あるいは又、
積層構造体の劣化による輝度の低下を防止するために、成膜温度を常温に設定し、更には
、保護膜の剥がれを防止するために保護膜のストレスを最小になる条件で保護膜を成膜す
ることが望ましい。また、保護膜の形成は、上部電極を大気に暴露することなく形成する
ことが好ましく、これによって、大気中の水分や酸素による積層構造体の劣化を防止する
ことができる。更には、有機ＥＬ表示装置が上面発光型である場合、保護膜は、積層構造
体で発生した光を例えば８０％以上、透過する材料から構成することが望ましく、具体的
には、無機アモルファス性の絶縁性材料、例えば、アモルファスシリコン（α－Ｓｉ）、
アモルファス炭化シリコン（α－ＳｉＣ）、アモルファス窒化シリコン（α－Ｓｉ1-xＮx

）、アモルファス酸化シリコン（α－Ｓｉ1-yＯy）、アモルファスカーボン（α－Ｃ）を
例示することができる。このような無機アモルファス性の絶縁性材料は、グレインを生成
しないため、透水性が低く、良好な保護膜を構成する。尚、保護膜を導電材料から構成す
る場合、保護膜を、ＩＴＯやＩＺＯのような透明導電材料から構成すればよい。保護膜の
上には第２基板を配するが、保護膜と第２基板とは、例えば、紫外線硬化型接着剤や熱硬
化型接着剤を用いて接着すればよい。
【００３１】
　第１基板や第２基板の構成材料として、高歪点ガラス、ソーダガラス（Ｎａ2Ｏ・Ｃａ
Ｏ・ＳｉＯ2）、硼珪酸ガラス（Ｎａ2Ｏ・Ｂ2Ｏ3・ＳｉＯ2）、フォルステライト（２Ｍ
ｇＯ・ＳｉＯ2）、鉛ガラス（Ｎａ2Ｏ・ＰｂＯ・ＳｉＯ2）、各種プラスチック基板を例
示することができる。第１基板と第２基板の構成材料は、同じであっても異なっていても
よい。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明の第１の態様に係る有機ＥＬ表示装置において、積層構造体は補助配線と接する
部分（重複する部分）を有しており、上部電極は、複数の有機ＥＬ素子を構成する積層構
造体及び補助配線の全面を覆っている。従って、積層構造体上の上部電極の部分と補助配
線上の上部電極の部分とを結ぶ上部電極の部分には、その直下に絶縁層が存在しないこと
が保証されている。即ち、積層構造体上の上部電極の部分と補助配線上の上部電極の部分
とを結ぶ上部電極の部分は、積層構造体を構成する複数の層の内、少なくとも１層の上に
形成されている。また、本発明の第２の態様に係る有機ＥＬ表示装置において、上部電極
は、絶縁層と接すること無く、複数の有機エレクトロルミネッセンス素子を構成する積層
構造体及び２層構造層を覆っている。それ故、積層構造体上の上部電極の部分と補助配線
上の上部電極の部分とを結ぶ上部電極の部分が変質することが無く、表示性能に優れた有
機ＥＬ表示装置を提供することができる。更には、本発明の第２の態様に係る有機ＥＬ表
示装置においては、上部電極と補助配線とは、下から電荷注入層及び電荷輸送層から成る
２層構造層を介して電気的に接続されているので、電荷（電子あるいは正孔）は、補助配
線から電荷注入層及び電荷輸送層を介して上部電極へと大きな電圧損失することなく輸送
される結果、上部電極と補助配線との電気的接続部分における電圧上昇を抑制することが
できるし、２層構造層の形態に依っては、製造プロセスの簡素化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、図面を参照して、実施例に基づき本発明を説明する。
【実施例１】
【００３４】
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　実施例１は、本発明の第１の態様に係る有機ＥＬ表示装置に関する。実施例１の有機Ｅ
Ｌ表示装置の模式的な一部断面図を図１に示し、実施例１の有機ＥＬ表示装置における積
層構造体、補助配線、絶縁層等の配置を、模式的に、図２、図３及び図４の一部平面図に
示す。実施例１、あるいは、後述する実施例２の有機ＥＬ表示装置は、アクティブマトリ
ックス型のカラー表示の有機ＥＬ表示装置であり、上面発光型である。即ち、上部電極を
通して光が出射される。
【００３５】
　実施例１、あるいは、後述する実施例２の有機ＥＬ表示装置は、有機ＥＬ素子１０，１
０Ａを、複数（例えば、Ｎ×Ｍ＝２８８０×５４０）、有する。尚、１つの有機ＥＬ素子
１０，１０Ａは、１つの副画素を構成する。従って、有機ＥＬ表示装置は、（Ｎ×Ｍ）／
３の画素を有する。ここで、１画素は、赤色を発光する赤色発光副画素、緑色を発光する
緑色発光副画素、及び、青色を発光する青色発光副画素の３種類の副画素から構成されて
いる。
【００３６】
　実施例１、あるいは、後述する実施例２の有機ＥＬ表示装置における各有機ＥＬ素子１
０，１０Ａは、
　（Ａ）下部電極２１、
　（Ｂ）開口部２６を有し、開口部２６の底部に下部電極２１が露出した絶縁層２４、
　（Ｃ）補助配線２５，４５、
　（Ｄ）開口部２６の底部に露出した下部電極２１の部分の上から、開口部２６を取り囲
む絶縁層２４の部分２４’に亙り設けられ、有機発光材料から成る発光層を備えた積層構
造体２３，４３、及び、
　（Ｅ）上部電極２２，４２、
を具備している。
【００３７】
　そして、実施例１の有機ＥＬ表示装置にあっては、積層構造体２３を構成する複数の層
の内、少なくとも１層は（実施例１にあっては、より具体的には、積層構造体２３を構成
する複数の層の全体が）、補助配線２５と接する部分（補助配線２５の縁部と重複する部
分）を有しており、絶縁層２４及び補助配線２５は、複数の有機ＥＬ素子１０において共
通して設けられており、上部電極２２は、絶縁層２４と接すること無く、複数（具体的に
は、Ｎ×Ｍ個）の有機ＥＬ素子を構成する積層構造体２３及び補助配線２５の全面を覆っ
ている。ここで、積層構造体２３を構成する複数の層の内の少なくとも１層（実施例１に
あっては、より具体的には、積層構造体２３を構成する複数の層の全体）の補助配線２５
と接する部分（重複部分２３’）は、補助配線２５の縁部の上に形成されている。また、
積層構造体２３は、積層構造体２３を挟んで平行に延びる２本の補助配線２５と接してい
る。より具体的には、積層構造体２３は、積層構造体２３を挟んで平行に延びる２本の補
助配線２５の縁部と重複している。
【００３８】
　実施例１、あるいは、後述する実施例２においては、下部電極２１をアノード電極とし
て用い、上部電極２２をカソード電極として用いる。下部電極２１はクロム（Ｃｒ）から
成り、上部電極２２は、マグネシウム（Ｍｇ）を含む導電材料、具体的には、厚さ１０ｎ
ｍのＭｇ－Ａｇ合金から成る。尚、上部電極２２の波長４５０ｎｍから６５０ｎｍにおけ
る平均光透過率は５０．３％である。補助配線２５，４５は、アルミニウム（Ａｌ）とい
った低抵抗の導電材料から構成されている。そして、下部電極２１及び補助配線２５，４
５は、真空蒸着法とエッチング法との組合せに基づき形成されている。また、上部電極２
２，４２は、特に真空蒸着法のような成膜粒子のエネルギーが小さい成膜方法によって成
膜されている。
【００３９】
　また、実施例１、あるいは、後述する実施例２において、絶縁層２４は、平坦性に優れ
、しかも、積層構造体２３の水分による劣化を防止して発光輝度を維持するために吸水率
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の低い絶縁材料、具体的には、ポリイミド樹脂から構成されている。更には、積層構造体
２３，４３は、例えば、正孔輸送層、及び、電子輸送層を兼ねた発光層の積層構造、ある
いは又、正孔輸送層、発光層、及び、電子輸送層の積層構造から構成されているが、図面
では１層で表した。
【００４０】
　実施例１、あるいは、後述する実施例２において、有機ＥＬ素子を構成する下部電極２
１は、ＣＶＤ法に基づき形成されたＳｉＯ2から成る層間絶縁層１６（より具体的には、
上層層間絶縁層１６Ｂ）上に設けられている。そして、この層間絶縁層１６は、第１基板
１１上に形成された有機ＥＬ素子駆動部を覆っている。有機ＥＬ素子駆動部は、複数のＴ
ＦＴから構成されており、ＴＦＴと下部電極２１とは、層間絶縁層（より具体的には、上
層層間絶縁層１６Ｂ）に設けられたコンタクトプラグ１８、配線１７、コンタクトプラグ
１７Ａを介して電気的に接続されている。尚、図面においては、１つの有機ＥＬ素子駆動
部につき、１つのＴＦＴを図示した。
【００４１】
　実施例１、あるいは、後述する実施例２において、上部電極２２，４２上には、積層構
造体２３，４３への水分の到達防止を目的として、真空蒸着法に基づき、窒化シリコン（
Ｓｉ1-xＮx）から成る絶縁性の保護膜３１が設けられている。保護膜３１の上には第２基
板３３が配されているが、保護膜３１と第２基板３３とは、紫外線硬化型接着剤から成る
接着層３２によって接着されている。
【００４２】
　実施例１、あるいは、後述する実施例２において、第１基板１１や第２基板３３は、ソ
ーダガラスから構成されている。
【００４３】
　実施例１、あるいは、後述する実施例２において、各積層構造体２３，４３は、具体的
には、赤色発光副画素を構成する有機ＥＬ素子における積層構造体２３Ｒ、緑色発光副画
素を構成する有機ＥＬ素子における積層構造体２３Ｇ、及び、青色発光副画素を構成する
有機ＥＬ素子における積層構造体２３Ｂから構成されている。
【００４４】
　実施例１の有機ＥＬ表示装置の製造方法の概要を、以下、図２～図４、図５の（Ａ）～
（Ｃ）、図６の（Ａ）～（Ｂ）、及び、図７の（Ａ）～（Ｂ）を参照して説明する。
【００４５】
　　［工程－１００］
　先ず、第１基板１１上に、副画素毎にＴＦＴを、周知の方法で作製する。ＴＦＴは、第
１基板１１上に形成されたゲート電極１２、第１基板１１及びゲート電極１２上に形成さ
れたゲート絶縁膜１３、ゲート絶縁膜１３上に形成された半導体層に設けられたソース／
ドレイン領域１４、並びに、ソース／ドレイン領域１４の間であって、ゲート電極１２の
上方に位置する半導体層の部分が相当するチャネル形成領域１５から構成されている。尚
、図示した例にあっては、ＴＦＴをボトムゲート型としたが、トップゲート型であっても
よい。ＴＦＴのゲート電極１２は、走査回路（図示せず）に接続されている。次に、第１
基板１１上に、ＴＦＴを覆うように、ＳｉＯ2から成る下層層間絶縁層１６ＡをＣＶＤ法
にて成膜した後、フォトリソグラフィ技術及びエッチング技術に基づき、下層層間絶縁層
１６Ａに開口１６’を形成する（図５の（Ａ）参照）。
【００４６】
　　［工程－１１０］
　次いで、下層層間絶縁層１６Ａ上に、真空蒸着法とエッチング法との組合せに基づき、
アルミニウムから成る配線１７を形成する。尚、配線１７は、開口１６’内に設けられた
コンタクトプラグ１７Ａを介して、ＴＦＴのソース／ドレイン領域１４に電気的に接続さ
れている。配線１７は、信号供給回路（図示せず）に接続されている。そして、全面にＳ
ｉＯ2から成る上層層間絶縁層１６ＢをＣＶＤ法にて成膜する。次いで、フォトリソグラ
フィ技術及びエッチング技術に基づき、上層層間絶縁層１６Ｂ上に開口１８’を形成する
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（図５の（Ｂ）参照）。
【００４７】
　　［工程－１２０］
　その後、上層層間絶縁層１６Ｂ上に、真空蒸着法とエッチング法との組合せに基づき、
クロムから成る下部電極２１を形成する（図５の（Ｃ）及び図４参照）。尚、下部電極２
１は、開口１８’内に設けられたコンタクトプラグ１８を介して、配線１７に電気的に接
続されている。
【００４８】
　　［工程－１３０］
　次いで、開口部２６を有し、開口部２６の底部に下部電極２１が露出した絶縁層２４を
、下部電極２１を含む層間絶縁層１６上に形成する（図６の（Ａ）及び図３参照）。具体
的には、スピンコーティング法及びエッチング法に基づき、厚さ１μｍのポリイミド樹脂
から成る絶縁層２４を、層間絶縁層１６の上、及び、下部電極２１の周辺部の上に形成す
る。尚、開口部２６を囲む絶縁層２４の部分２４’は、なだらかな斜面を構成しているこ
とが好ましい。
【００４９】
　　［工程－１４０］
　その後、真空蒸着法及びエッチング技術に基づき、絶縁層２４上に補助配線２５を形成
する（図６の（Ｂ）参照）。絶縁層２４及び補助配線２５は、Ｎ×Ｍ個の有機ＥＬ素子に
おいて共通して設けられている。また、補助配線２５は、積層構造体２３を取り囲む絶縁
層２４の一種の突起部の部分の対向する２辺の上に形成されている。
【００５０】
　　［工程－１５０］
　次に、開口部２６の底部に露出した下部電極２１の部分の上から、開口部２６を取り囲
む絶縁層２４の部分２４’に亙り、積層構造体２３を形成する（図７の（Ａ）及び図２参
照）。尚、積層構造体２３は、例えば、有機材料から成る正孔輸送層、電子輸送層を兼ね
た発光層が順次積層されている。あるいは又、積層構造体２３は、例えば、有機材料から
成る正孔輸送層、発光層、電子輸送層が順次積層されている。ここで、積層構造体２３は
、全体として、補助配線２５と接しているが、この積層構造体２３の補助配線２５と接す
る部分は、補助配線２５の縁部の上に形成されている。また、積層構造体２３は、２本の
補助配線２５と接している。
【００５１】
　具体的には、下部電極２１の表面の有機付着物の除去、正孔注入性の向上のために、プ
ラズマ処理を行う。導入するガスとして、酸素ガス、窒素ガス、アルゴンガスを挙げるこ
とができるが、実施例１にあっては、具体的には、処理パワー１００Ｗ、処理時間１８０
秒の酸素プラズマ処理を行う。絶縁層２４の表面は、酸素プラズマ処理によって化学的に
活性な状態となる。
【００５２】
　次いで、絶縁層２４を一種のスペーサとし、各副画素を構成する積層構造体２３を形成
するためのメタルマスク（図示せず）を絶縁層２４の突起部（補助配線２５が設けられて
いる）の上に載置した状態で、抵抗加熱に基づき、有機材料を真空蒸着する。有機材料は
、メタルマスクに設けられた開口を通過し、副画素を構成する開口部２６の底部に露出し
た下部電極２１の部分の上から、開口部２６を取り囲む絶縁層２４の部分２４’、更には
、補助配線２５の一部の上に亙り堆積する。
【００５３】
　緑色発光副画素を構成する有機ＥＬ素子における積層構造体（有機層）２３Ｇにあって
は、正孔注入層として、例えば、ｍ－ＭＴＤＡＴＡ［4,4',4"-tris(3-methylphenylpheny
lamino)triphenylamine］を２５ｎｍの膜厚で蒸着させる。次に、正孔輸送層として、例
えば、α－ＮＰＤ［4,4-bis(N-1-naphthyl-N-phenylamino)biphenyl］を３０ｎｍの膜厚
で蒸着する。次いで、電子輸送層を兼ねる発光層として、例えば、Ａｌｑ３［tris(8-qui
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nolinolato)aluminum(III)］を５０ｎｍの膜厚で蒸着する。これらの層は、同一の真空蒸
着装置内で連続して蒸着する。
【００５４】
　また、青色発光副画素を構成する有機ＥＬ素子における積層構造体（有機層）２３Ｂに
あっては、正孔注入層として、例えば、ｍ－ＭＴＤＡＴＡを１８ｎｍの膜厚で蒸着する。
次いで、正孔輸送層を兼ねる発光層として、例えば、α－ＮＰＤを３０ｎｍの膜厚で蒸着
する。更に、正孔ブロック層として、例えば、バソクプロイン［Bathocuproine：2,9-dim
ethyl-4,7-diphenyl-1,10phenanthroline］を１４ｎｍの膜厚で蒸着した後、電子輸送層
として、例えば、Ａｌｑ３を例えば３０ｎｍの膜厚で蒸着する。これらの層は、同一の真
空蒸着装置内で連続して蒸着する。
【００５５】
　更には、赤色発光副画素を構成する有機ＥＬ素子における積層構造体（有機層）２３Ｒ
にあっては、正孔注入層として、例えば、ｍ－ＭＴＤＡＴＡを５５ｎｍの膜厚で蒸着する
。次いで、正孔輸送層として、例えば、α－ＮＰＤを３０ｎｍの膜厚で蒸着する。更には
、発光層として、例えば、ＢＳＢ－ＢＣＮ［2,5-bis{4-(N-methoxyphenyl-N-phenylamino
)styryl}benzene-1,4-dicarbonitrile］を蒸着した後、電子輸送層として、例えば、Ａｌ
ｑ３を３０ｎｍの膜厚で蒸着する。これらの層は、同一の真空蒸着装置内で連続して蒸着
する。
【００５６】
　　［工程－１６０］
　その後、表示領域の全面に上部電極２２を形成する（図７の（Ｂ）参照）。上部電極２
２は、Ｎ×Ｍ個の有機ＥＬ素子を構成する積層構造体２３及び補助配線２５の全面を覆っ
ている。但し、上部電極２２は、積層構造体２３及び絶縁層２４によって下部電極２１と
は絶縁されている。上部電極２２は、積層構造体２３に対して影響を及ぼすことのない程
度に成膜粒子のエネルギーが小さい成膜方法である真空蒸着法に基づき形成されている。
尚、積層構造体２３及び補助配線２５と上部電極２２との間に、積層構造体２３への電子
注入性を高めるため電子注入層（例えば、厚さ０．３ｎｍのＬｉＦから成る）を形成して
もよい。また、積層構造体２３を大気に暴露することなく、積層構造体２３の形成と同一
の真空蒸着装置内において連続して上部電極２２の形成を行うことで、大気中の水分や酸
素による積層構造体２３の劣化を防止することができる。具体的には、Ｍｇ－Ａｇ（体積
比１０：１）の共蒸着膜を厚さ１０ｎｍ成膜することで、上部電極２２を得ることができ
る。
【００５７】
　　［工程－１７０］
　次いで、上部電極２２上に、窒化シリコン（Ｓｉ1-xＮx）から成る絶縁性の保護膜３１
を真空蒸着法に基づき形成する。保護膜３１の形成は、上部電極２２を大気に暴露するこ
となく、上部電極２２の形成と同一の真空蒸着装置内において連続して行うことで、大気
中の水分や酸素による積層構造体２３の劣化を防止することができる。その後、保護膜３
１と第２基板３３とを、紫外線硬化型接着剤から成る接着層３２によって接着する。最後
に、外部回路との接続を行うことで、実施例１の有機ＥＬ表示装置を完成させることがで
きる。
【００５８】
　実施例１の有機ＥＬ表示装置にあっては、補助配線２５を設けることで、上部電極２２
のシート抵抗値が高くとも、表示領域の全面を覆う状態で形成された上部電極２２の表示
領域内における電圧降下の発生を抑制することができる。その結果、表示領域内における
有機ＥＬ素子の発光強度の均一化を図ることが可能となる。しかも、積層構造体２３が補
助配線２５と接する部分（重複部分２３’）は、補助配線２５の縁部の上に形成されてい
るので、即ち、上部電極２２が絶縁層２４と、直接、接することがないので、上部電極２
２が絶縁層２４によって変質されることを抑制することができる。従って、画質の低下が
発生するといった問題の発生を確実に防止することができる。また、補助配線２５を設け
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ることで、消費電力の低減を図ることもできる。
【００５９】
　具体的には、実施例１の有機ＥＬ表示装置にあっては、正常発光確率９９．９％であり
、良好な発光特性が得られた。一方、図１３に模式的な一部断面図を示し、図１４に模式
的な一部平面図を示したように、積層構造体１２３が補助配線１２５と接する部分を有し
ておらず、積層構造体１２３上の上部電極１２２の部分と補助配線１２５上の上部電極１
２２の部分とを結ぶ上部電極１２２の部分が、全て、絶縁層１２４上に形成されている、
従来の構成、構造を有する有機ＥＬ表示装置を比較例として作製し、正常発光確率を調べ
たところ、７８．４％となり、異常が発生する頻度が高かった。このような発光異常の原
因は、絶縁層１２４上の上部電極１２２が化学的な変質（変性）を受けた結果、高抵抗化
したことにあった。
【実施例２】
【００６０】
　実施例２は、本発明の第２の態様に係る有機ＥＬ表示装置に関する。実施例２の有機Ｅ
Ｌ表示装置の模式的な一部断面図を図８に示す。
【００６１】
　実施例２の有機ＥＬ表示装置にあっては、補助配線４５の上方に位置する上部電極４２
の部分４２Ａは、下から電荷注入層及び電荷輸送層から成る２層構造層６１（図面では１
層で示す）を介して、補助配線４５と電気的に接続されている。絶縁層２４及び補助配線
４５は、複数の有機ＥＬ素子１０Ａにおいて共通して設けられており、上部電極４２は、
絶縁層２４と接すること無く、複数の有機ＥＬ素子１０Ａを構成する積層構造体４３及び
２層構造層６１を覆っている。ここで、実施例２の有機ＥＬ表示装置においては、下部電
極２１をアノード電極として用い、上部電極４２をカソード電極として用いているので、
２層構造層６１を構成する電荷注入層は、電子注入層、より具体的には、厚さ０．３ｎｍ
のＬｉＦから成り、電荷輸送層は、電子輸送層、より具体的には、厚さ５ｎｍのバソクプ
ロイン（ＢＣＰ）から成る。
【００６２】
　そして、補助配線４５の上方に位置する上部電極４２の部分４２Ａと積層構造体４３を
覆っている上部電極４２の部分４２Ｃとの間に位置する上部電極４２の部分４２Ｂと、絶
縁層２４との間には、２層構造層６１が延在し、更には、この２層構造層６１は、下部電
極２１の上に位置する積層構造体４３の部分と上部電極４２との間にまで延在している。
具体的には、２層構造層６１及びその上に形成された上部電極４２は、複数の有機ＥＬ素
子を構成する積層構造体４３及び補助配線４５の全面を覆っており、更には、絶縁層２４
を覆っている。
【００６３】
　実施例２の有機ＥＬ表示装置の製造方法の概要を、以下、図９の（Ａ）～（Ｂ）を参照
して説明する。
【００６４】
　　［工程－２００］
　先ず、第１基板１１上に、実施例１の［工程－１００］と同様にして、副画素毎にＴＦ
Ｔを、周知の方法で作製する。次いで、実施例１の［工程－１１０］と同様にして、下層
層間絶縁層１６Ａ上に配線１７を形成し、全面にＳｉＯ2から成る上層層間絶縁層１６Ｂ
をＣＶＤ法にて成膜し、フォトリソグラフィ技術及びエッチング技術に基づき、上層層間
絶縁層１６Ｂ上に開口１８’を形成する。その後、実施例１の［工程－１２０］と同様に
して、上層層間絶縁層１６Ｂ上にクロムから成る下部電極２１を形成する。次いで、実施
例１の［工程－１３０］と同様にして、開口部２６を有し、開口部２６の底部に下部電極
２１が露出した絶縁層２４を、下部電極２１を含む層間絶縁層１６上に形成する。その後
、実施例１の［工程－１４０］と同様にして、絶縁層２４上に補助配線４５を形成する。
こうして、図６の（Ｂ）に示したと同様の構造を得ることができる。
【００６５】
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　　［工程－２１０］
　次に、実施例１の［工程－１５０］と実質的に同様にして、開口部２６の底部に露出し
た下部電極２１の部分の上から、開口部２６を取り囲む絶縁層２４の部分２４’に亙り、
積層構造体４３を形成する（図９の（Ａ）参照）。尚、積層構造体４３は、実施例１と同
様に、例えば、有機材料から成る正孔輸送層、電子輸送層を兼ねた発光層が順次積層され
ている。あるいは又、積層構造体４３は、例えば、有機材料から成る正孔輸送層、発光層
、電子輸送層が順次積層されている。積層構造体４３は、開口部２６を取り囲む絶縁層２
４の部分２４’の上に形成されているが、実施例１と異なり、補助配線４５とは接してい
ない。
【００６６】
　具体的には、実施例１と同様に、先ず、下部電極２１の表面の有機付着物の除去、正孔
注入性の向上のために、プラズマ処理を行う。
【００６７】
　次いで、絶縁層２４を一種のスペーサとし、各副画素を構成する積層構造体４３を形成
するためのメタルマスク（図示せず）を絶縁層２４の突起部（補助配線４５が設けられて
いる）の上に載置した状態で、抵抗加熱に基づき、有機材料を真空蒸着する。有機材料は
、メタルマスクに設けられた開口を通過し、副画素を構成する開口部２６の底部に露出し
た下部電極２１の部分の上から、開口部２６を取り囲む絶縁層２４の部分２４’の上に亙
り堆積する。
【００６８】
　緑色発光副画素を構成する有機ＥＬ素子における積層構造体（有機層）の構成、青色発
光副画素を構成する有機ＥＬ素子における積層構造体（有機層）の構成、及び、赤色発光
副画素を構成する有機ＥＬ素子における積層構造体（有機層）の構成は、実施例１と同様
とすることができる。
【００６９】
　　［工程－２２０］
　その後、表示領域の全面に、下から電荷注入層及び電荷輸送層から成る２層構造層６１
を、抵抗加熱に基づき有機材料を真空蒸着することで形成する（図９の（Ｂ）参照）。２
層構造層６１を全面に形成すればよいので、２層構造層６１を形成するためのマスク等は
不要であり、製造工程の簡素化、使用するマスク数の低減を図ることができる。また、２
層構造層６１は、積層構造体４３に対して影響を及ぼすことのない程度に成膜粒子のエネ
ルギーが小さい成膜方法である真空蒸着法に基づき形成されている。
【００７０】
　　［工程－２３０］
　その後、実施例１の［工程－１６０］と同様にして、表示領域の全面に上部電極４２を
形成する。上部電極４２は、Ｎ×Ｍ個の有機ＥＬ素子を構成する積層構造体４３及び補助
配線４５の全面を覆っている。尚、実施例１と同様に、２層構造層６１の上に、積層構造
体２３への電子注入性を高めるため電子注入層（例えば、厚さ０．３ｎｍのＬｉＦから成
る）を形成してもよい。
【００７１】
　　［工程－２４０］
　次いで、実施例１の［工程－１７０］と同様にして、上部電極４２上に、窒化シリコン
（Ｓｉ1-xＮx）から成る絶縁性の保護膜３１を真空蒸着法に基づき形成した後、保護膜３
１と第２基板３３とを、紫外線硬化型接着剤から成る接着層３２によって接着する。最後
に、外部回路との接続を行うことで、実施例２の有機ＥＬ表示装置を完成させることがで
きる。
【００７２】
　補助配線４５と上部電極４２とは、２層構造層６１を介して電気的に接続されているが
、電圧降下は、出来る限り小さい方が、有機ＥＬ表示装置の消費電力、発熱を抑えるとい
った観点から望ましい。通常、補助配線４５と上部電極４２との電気的接続部分（以下、
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『コンタクト部分』と呼ぶ）の面積は、上部電極４２と積層構造体４３との電気的接続部
分の面積の約１／１００から約１／１０００程度であるので、コンタクト部分を流れる電
流の電流密度は、上部電極４２と積層構造体４３との電気的接続部分を流れる電流の電流
密度の約１００倍から約１０００倍にもなる。そして、このような条件にあっても、十分
に電荷移動を行うことができるようにすることが必要であり、具体的には、補助配線４５
と上部電極４２との間を流れる電流の電流密度がコンタクト部分において１０Ａ／ｃｍ2

以下のとき、補助配線４５と上部電極４２との間における電圧降下が５ボルト以下である
ことが望ましい。
【００７３】
　そして、このような条件を得るために、２層構造層６１を構成する電荷輸送層（電子輸
送層）には、電子移動度が高く、補助配線４５から電荷注入層（電子注入層）を介して上
部電極４２への電子注入が行われ易いことが求められる。また、電子は上部電極４２から
２層構造層６１を経て積層構造体４３に注入され、その結果、積層構造体４３が発光する
ので、電荷輸送層（電子輸送層）は、有機ＥＬ素子の特性を良好に保つ材料から成り、し
かも、有機ＥＬ素子の特性を良好に保ち得るような成膜方法によって成膜されることが好
ましく、具体的には、例えば、バソクプロイン（ＢＣＰ）、バソフェナントロリン、アン
トラセン系電子輸送材料等を挙げることができる。
【００７４】
　実施例２にあっては、２層構造層６１を構成する電荷輸送層（具体的には、電子輸送層
）をバソクプロイン（ＢＣＰ）から構成したので、同一輝度を達成するのに必要な駆動電
圧は、前述した比較例の有機ＥＬ表示装置に比べて、約２．５Ｖの上昇に抑えられていた
。
【００７５】
　また、実施例２の有機ＥＬ表示装置にあっても、補助配線４５を設けることで、しかも
、補助配線４５と上部電極４２とを２層構造層６１を介して電気的に接続するので、上部
電極４２のシート抵抗値が高くとも、表示領域の全面を覆う状態で形成された上部電極４
２の表示領域内における電圧降下の発生を抑制することができる。その結果、表示領域内
における有機ＥＬ素子の発光強度の均一化を図ることが可能となる。しかも、絶縁層２４
と上部電極４２との間には２層構造層６１が存在し、上部電極４２は絶縁層２４と直接、
接することがないので、上部電極４２が絶縁層２４によって変質されることを抑制するこ
とができる。従って、画質の低下が発生するといった問題の発生を確実に防止することが
できる。しかも、補助配線４５を設けることで、消費電力の低減を図ることもできる。
【００７６】
　２層構造層６１の構成、構造は、図８に示した構成、構造に限定されない。図１０の（
Ａ）に図示するように、補助配線４５の上方に位置する上部電極４２の部分４２Ａと積層
構造体４３を覆っている上部電極４２の部分４２Ｃとの間に位置する上部電極４２の部分
４２Ｂと、絶縁層２４との間には、積層構造体４３を構成する複数の層の内の少なくとも
１層（図示した例では、積層構造体４３を構成する複数の層の全て）が延在していてもよ
い。ここで、図示した例では、積層構造体４３は、補助配線４５と接する部分（補助配線
４５の縁部と重複する部分）を有している。あるいは又、図１０の（Ｂ）に図示する例で
は、２層構造層６１が、補助配線４５及びその近傍にのみ形成されている点が、図１０の
（Ａ）に図示した例と異なっている。即ち、絶縁層２４の部分２４’と上部電極４２との
間には、積層構造体４３が形成されており、上部電極４２は絶縁層２４と、直接、接して
はいない。尚、これらの例にあっては、図示しないが、２層構造層６１を形成した後に、
積層構造体４３を形成してもよく、この場合には、２層構造層６１の上に積層構造体４３
が形成される。
【００７７】
　以上、好ましい実施例に基づき本発明を説明したが、本発明はこれらの実施例に限定さ
れるものではない。実施例における有機ＥＬ表示装置や有機ＥＬ素子の構成、構造、有機
ＥＬ表示装置や有機ＥＬ素子を構成する材料等は例示であり、適宜、変更することができ
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る。
【００７８】
　実施例にあっては、図２に示したように、補助配線２５の縁部に一種の突出部を設け、
この突出部の上に積層構造体の重複部分２３’を設けたが、場合によっては、補助配線の
直線状の縁部の上に、補助配線の長さ方向全体に亙って積層構造体の重複部分を設けても
よい。また、補助配線を１つの副画素の四方を囲むように形成し、積層構造体の重複部分
を、１つの副画素の四方を囲むように形成された補助配線の縁部全体に亙って設けてもよ
い。更には、場合によっては、積層構造体は１本の補助配線と接している形態としてもよ
い。実施例においては、絶縁層２４の形状を突起部を有する形状としたが、絶縁層２４の
形状はこれに限定するものではなく、絶縁層２４の頂面が積層構造体２３の頂面と略同じ
レベルにある構成とすることもできる。
【００７９】
　また、実施例にあっては、補助配線２５，４５を絶縁層２４の上に形成したが、場合に
よっては、下部電極２１を設けるとき、同時に補助配線２５，４５を層間絶縁層１６上に
設け、補助配線２５，４５の上方の絶縁層２４に開口を設け、積層構造体２３，４３を、
絶縁層２４上から補助配線２５，４５まで延在させてもよい（図１１の（Ａ）の模式的な
一部断面図参照）。あるいは又、配線１７の形成時、併せて、補助配線２５，４５を設け
てもよい（図１１の（Ｂ）の模式的な一部断面図参照）。尚、これらの変形例の構成、構
造を、実施例２の変形例において説明した有機ＥＬ表示装置にも適用することができる。
【００８０】
　有機ＥＬ表示装置を透過型とすることもできる。そして、下部電極をアノード電極とし
て用いる場合、下部電極は、ＩＴＯやＩＺＯのように、仕事関数の値が大きく、且つ、光
透過率の高い導電材料から構成することが望ましい。一方、下部電極をカソード電極とし
て用いる場合、下部電極は、仕事関数の値が小さく、且つ、光透過率の高い導電材料から
構成することが望ましい。更には、上部電極をカソード電極として用いる場合、上部電極
は、仕事関数の値が小さく、且つ、光反射率の高い導電材料から構成することが望ましい
。一方、上部電極をアノード電極として用いる場合、上部電極は、仕事関数の値が大きく
、且つ、光反射率の高い導電材料から構成することが望ましい。
【００８１】
　実施例１においては、積層構造体を副画素毎に形成したが、場合によっては、赤色を発
光する赤色発光副画素、及び、緑色を発光する緑色発光副画素のそれぞれについては、副
画素を規定する領域毎に積層構造体を形成し、青色を発光する青色発光副画素については
、表示領域全面に青色を発光する積層構造体を形成する形態とすることもできる。尚、上
部電極は、係る青色を発光する積層構造体の上に、青色を発光する積層構造体の全面を覆
うように形成する。この場合、赤色発光副画素に関しては、赤色を発光する積層構造体と
青色を発光する積層構造体の積層構造となるが、下部電極と上部電極との間で電流を流す
と赤色を発光する。同様に、緑色発光副画素に関しては、緑色を発光する積層構造体と青
色を発光する積層構造体の積層構造となるが、下部電極と上部電極との間で電流を流すと
緑色を発光する。このような構成の有機ＥＬ表示装置にあっては、全面に形成された上部
電極を外部に接続するための接続部（接続端子部あるいは接続用配線）が有機ＥＬ表示装
置の周縁部の層間絶縁層上に形成されている。そして、このような構成にあっても、上部
電極が接続部に接続される領域において、上部電極が絶縁層によって変質されることを抑
制するために、上部電極と絶縁層との間に青色を発光する積層構造体を存在させることが
好ましい。即ち、上部電極が接続部に接続される領域においては、層間絶縁層、絶縁層、
青色を発光する積層構造体、上部電極の積層構造を有し、接続部の一部分においては、層
間絶縁層、接続部、青色を発光する積層構造体、上部電極の積層構造を有し、接続部の他
の部分においては、層間絶縁層、接続部、上部電極の積層構造を有する。
【００８２】
　実施例にあっては、例えば、絶縁層２４の一部分の上の重複部分２３’の構造を、補助
配線２５、積層構造体２３、上部電極２２が、順次、積層された積層構造としたが、場合
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によっては、代替的に、図１２に模式的な一部端面図を示すように、絶縁層２４の一部分
の上に、下から、積層構造体２３、補助配線２５、上部電極２２が、順次、積層された積
層構造とすることもできる。尚、図１２に示した構成、構造を、実施例２あるいはその変
形例において説明した有機ＥＬ表示装置にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】図１は、実施例１の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の模式的な一部断面
図である。
【図２】図２は、実施例１の有機エレクトロルミネッセンス表示装置における積層構造体
、補助配線、絶縁層等の配置を模式的に示す一部平面図である。
【図３】図３は、実施例１の有機エレクトロルミネッセンス表示装置における下部電極、
開口部、絶縁層等の配置を模式的に示す一部平面図である。
【図４】図４は、実施例１の有機エレクトロルミネッセンス表示装置における下部電極、
層間絶縁層等の配置を模式的に示す一部平面図である。
【図５】図５の（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、実施例１の有機エレクトロルミネッセンス
表示装置の製造方法の概要を説明するための第１基板等の模式的な一部端面図である。
【図６】図６の（Ａ）及び（Ｂ）は、図５の（Ｃ）に引き続き、実施例１の有機エレクト
ロルミネッセンス表示装置の製造方法の概要を説明するための第１基板等の模式的な一部
端面図である。
【図７】図７の（Ａ）及び（Ｂ）は、図６の（Ｂ）に引き続き、実施例１の有機エレクト
ロルミネッセンス表示装置の製造方法の概要を説明するための第１基板等の模式的な一部
端面図である。
【図８】図８は、実施例２の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の模式的な一部断面
図である。
【図９】図９の（Ａ）及び（Ｂ）は、実施例２の有機エレクトロルミネッセンス表示装置
の製造方法の概要を説明するための第１基板等の模式的な一部端面図である。
【図１０】図１０の（Ａ）及び（Ｂ）は、実施例２の有機エレクトロルミネッセンス表示
装置の変形例の模式的な一部断面図である。
【図１１】図１１の（Ａ）及び（Ｂ）は、実施例１の有機エレクトロルミネッセンス表示
装置の変形例の模式的な一部断面図である。
【図１２】図１２は、絶縁層の一部分の上の重複部分の構造の変形例を示す有機エレクト
ロルミネッセンス表示装置の模式的な一部断面図である。
【図１３】図１３は、従来の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の模式的な一部断面
図である。
【図１４】図１４は、従来の有機エレクトロルミネッセンス表示装置における積層構造体
、補助配線、絶縁層等の配置を模式的に示す一部平面図である。
【符号の説明】
【００８４】
１０・・・有機エレクトロルミネッセンス素子、１１・・・第１基板、１２・・・ゲート
電極、１３・・・ゲート絶縁膜、１４・・・ソース／ドレイン領域、１５・・・チャネル
形成領域、１６・・・層間絶縁層、１６Ａ・・・下層層間絶縁層、１６’，１８’・・・
開口、１６Ｂ・・・上層層間絶縁層、１７・・・配線、１７Ａ，１８・・・コンタクトプ
ラグ、２１・・・下部電極、２２，４２，４２Ａ，４２Ｂ，４２Ｃ・・・上部電極、２３
，２３Ｒ，２３Ｂ，２３Ｇ，４３・・・積層構造体、２３’・・・積層構造体の補助配線
と接する部分（重複部分）、２４・・・絶縁層、２４’・・・開口部を取り囲む絶縁層の
部分、２５，４５・・・補助配線、２６・・・開口部、３１・・・保護膜、３２・・・接
着層、３３・・・第２基板、６１・・・２層構造層
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口26的部分24&#39;之上。 （E）具有多个有机EL元件，每个有机EL元
件均具有上电极22，层叠结构23具有与辅助配线25接触的部分
23&#39;，并且绝缘层24和辅助配线25为 上电极22与多个有机EL元件共
用设置，并且覆盖形成多个有机EL元件的层叠结构23和辅助配线25的整
个表面。 [选型图]图1
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